
Ⅳ　企業新設と国有化
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（「関係にた－）三とになる企業新設か再かによって

守i:書、は様相を異にしてこよう。

：主ったく新しL、分野に企業新設する場合には，

民間企業との競争は将来への潜在的なものとして

i'l' ~／i新誌と Ii，＼有化
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そ直接的に介入していくわけでないかム，［日，、
一川 ？ 

¥Li有「化であッた。

企業新設お上び凶有｛ヒを問題と Jる以 I., れだけ新設にJrtる民間資本の側かムの抵抗も少
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こci，そも｜王iは何のために企業を新設するのかを

手i干の公主主的性格の事業を除くと，第

独立川に.nL、て十11ゴ1江氏間企業の発民主：みコ

llりう 1さ，;J.i、速な経済発展の必要点、仁川家！iミ：]IT ／「三 1,1llノ方通 C',
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促進ん： .. ＇びに少数千？による経済の独占を排除する1主i有化の問題がよぎ υr/ihり！：業新設ととも に句

第三に，手I］潤のi氏し、こと等

のβ！！illでiモ！間資本が投資したがらぬ分野を補込的

にL;i［が引き受けるとし、う治極的性格のものとに大

とL‘う積Ji!Lil'ぷj立11,tミと，

7七つ f二く ~Vr '... しづ〉聖子に企

カ

一ずー , 
' （、せ企業新設とし

そ＊＇とも【i亡、にrt1母子1：：：＇：主が；，r,・業を設立するのカ

以上の検討からも

第 2の性格のものが強い
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イン i：の場合it, 

.j ・e:に明らかなように，

りりしうるが，到してL、る分野に同家治句者JL い '.lr~主単位 ！！＇. }JI！えご

コまり既｛’fーの民間企業の利得i追求と続L、くのか，



1966040058.TIF

私的所有を公的所有に移転することであるか f

県本的には，

インドにおける民間口二の王巴rti;t, とL、えよー｝。

そjL白身，私的所石信I］への挑戦であ本のブJカι 十）で；二相：11I:~\ tcもの；二成長しどおり，

{[li!JJIJ的あるいは全面的な私

的所有ーが，法的（《kjurりにも、事実上（defacto) 

も汗wちされるのであるc,1111、。

るっ [IJ1fiヒによ r 》 c,かたりの圧力を政府の政策決定に

及i1Lえナこと L、う二とであるc

資本に有利；二、

19 rn年声明のだJぶご；＼ !1 J J Y1己だ J ヲl¥lWfI JJの

旧家に上る企業の新設は，既｛（の二JiにJJL, 資本IJJ民会議（恨の経済欄問委員i二三十日古の｛をか 1・》2

私的在、（J':1月？千fをなん f》くずすことになムぬか （，＇による立 Jit(iJ /1-'i：産のすボヶ…＞＿－cが閥、芦にな

ゆえに， l斗有化政

策企しりそ、け，「新I没j を代置することは，私的所

有制に対する挑戦を避ける路線である点に特に注

目「る必要がある。

所有の原t[IJとの矛Juは少ない。、l¥11主のi{HIさえ；目前jしてL、るように，株式投

2三産をfl＼！ごさせてはIf支

府全「ゆナ〆パごJ(I〕laぺ－mail）いた。

特lこ／rnJJの寄議の行なわれる Jll l、1fil1込九 f朱価下

作により株filli土下落させ，

また国有化を行なう同家が企業をtr，＆し、）
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’a胃このこ l:'.: t 1948年戸i丹念落はさ （） に大きくなり‘

I・分な財源とそれを運営しうる技術背fこめi二；土，審議Lたイン｜ごの立歪議会（Cけ日日itut'nl Assembly) 

「現状で

/t,"{{1 Lv、ほど広範な産業部門で，今ただちにl可

哀しり機構と資余点二 i吊が＇J＂（＇きるほどの余俗はない i

・経営宥の整備を必要どする。声明は，レ丈力・レイ fどは：

民間資本の！と力；三回しな
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・4、レ上う要請された＂＇ 12＇＿，に Lかかわ （，ず、

政府は今後， i司:ff企業を運営する人付金？
叶
れ
｝i寸前資本の協力る生,mの急速な1広大の必要か人，

長必ずる機構の設立を GI草してL、る土してL、る。

将

4干

19 t8-ff 1 J Jの[Iヨ民会議派経済綱領委員会です〉，

米にPJ有企業を運’営寸る人材の養成をうたい，

民間資本の要求：こ （；＇致上る上う妥協

する必要が／：りると jる品論が立言、議会全支配した

ことからも民間資本山「E)Jc＇！大きさをtffi察でう上

がユf二日J欠で，

に経済I織公務只（附》川micl'ivil servic，うの創設と，ツ。

と 0）こと

は・＂ ; ) i二議会の討議の過程で、もくり返しその必要

技術i¥,f)l[i東の計i1IITを述パているが (/1、45入よる企業Nr~::.t ：士以上の

ように消極的性格のものであった。っさにおTr立合

国有化政指この間｛系でみると？企業の新設；士山石

イヒ（二代わる i，しっとして，

1り，18;i_:_ 1lI：円でlι）＼ 

今日に至るまでなんら具体的11€:が！Ulばれなが ，：，，

開をみていない問題である。

企業新設のための投資財源については，

["l 1lf II乃にうちださ11てし、

戸明はることに注‘立しなければならない。六明第；1項中；こ

同様に[}i.］千百ヒのための補償ti: Iv，， λ、J.1-ev、ii＂ι。「既存J）工土＇.｝を tt'llKしと運’討する仁り it，むし？斗'; , 

tcん ＇＞),,},LてU、なのuすi1反抗IJ/Uの方策につL、ても，ろ他の分lj!fて、新しい生産単位にち1)J士長中j’ILt:!) 

(dAl) Dー II. Buchanan, The n，’vclof>mn,t of 
Capitalistic E11tc1prise in India, 19::l4 

D. R. （；出lgil, The Industrial Euolution of India 

in Recent Times, 19:>4. 

C ,J.1＇.！〕 ConstバuentAssembly of India (Le ・isla 

tiH') J)cbates Official R 

、L、屯。つ主り戸明

111家（こ既存のh:I間企荒のi1Jfffじり代わりに，

J一ることとし：いるの均aそjしである。

新しい企業全，＇ L,）：寸る責任 ＇.！：制してL、る／）けであ

総本i't'0な性格

1子｛icr・ ；；、ことにit立しふければならな

[:iJ千flヒit，辻、を古；；fとして［fl家均：1rtun1J!'-t'c1:
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Ⅴ　1948年声明における国有化規範の性格
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32''l:l～32CJ7, pp. 1::188～:=1428.とくに，ShrimatiRenu-

ka Ray (W出 tBengal）は， ニの声明発言受数日 1J/Jから

の株式取，；；，『の Ii;＼況を批 l~J し u 、る（Jl. 341:J ., 

(t143) 議会における産業供給相S•P ・ムケノレジ

ーの説明 fr，司上、 pp.3：＼同～3:1%,pp. 3426～:3428¥ 

K ・サンターナム（｜司f:,pp. 3396～3:398), M ・ R • 

マリエ（l"iI二， pp.339〔！～：！40ゴJ司 J • p • •> L りわ

タパア〔悶Iニ， pp.3414～3417), P • J・ネルー（向

上， pp.’t417～34'.''.'), M ・A・ lイ T 一ノガー （河 I,

pp. 3423～3426）等の発常は，この線を強調したもので

あヮ fこ。

（注44) もっとも， l司有化を行なう権力の性格やそ

のノL会・経済的基般をた院して，そ’川！ I~有北心性的合

論ずること；まで EないゾJで，こ土では特に，基本的には

と断ったのである。

(il45) Rejうort of the Ernnoけ昨 Proιram me 

Committee, Sub-Committee to Consider Develoρ－ 

ment of Industry and lndust1 ial Rcl<1tio11s, AJ('( '., 

1948. 

V 1948年声明における悶有化規範の性格

l. 1948年声明は国有化方策について，国家は

「公共の利益が接収を要求する場企には， いつで

も， し、かなる既存工業企業を点国有化しうるJど

いう一般原則を掲げている。しかしこれは，近代

国家の法概念の中では，国家固有の権利として認

められてu、るものであり， }.jljに新しいことを規定

しているわけではない。ただ補償のあり方が問題

となっているにすぎない値動。 K•T ・シャー教

授は，立憲議会での討議の中で， こんな当たり前

のことを芦明に書き込んだのは議会の目をごまか

すためのものだろうとかみついている悦47）。

2. 声明ばさんに， 凪有化；：際して「公正なそ

して平等な補償」の支払いを予定している。「公正

な，平等な補償」ということは，法的にみれは、，

国家体力士背景とした強制売買という形をとりつ

つ， 一方経済的l士 i主，私的所有制にたった等価~

換の原則を維持していくということであるほ48）。

つまり， 1948年常明では，私的所有制の維持と，

資本主義的枠の中での国有化が予定せられている

にすさなU、カ・ち， 常lこ国有化をチ工ツクするもの

として，補償支払い能力が問題とされることiこな

る。補償の原則が，国有化をチェックするクサピ

とし E打九込まれたわけである。国家の財源iこは

隈度があるからである。財源の創出について，な

んら具体的な方策が考えちれていないのも単なる

偶然とは考えられない。

3. 1948年声明の中にみられる国有化に対する

態度は，上の一般原則の表示を除けば，（1）固有化

を単に可能性として示し，（2)10年間の固有化留保

条項を設付，（3)I母有化の対象とする産業分野を限

定的に示した，点があげられる。

可能性として示すことは，間有化に対する何の

保障にもな （， なし、。 10年間の国有化情保というこ

とは， 10年間国有化しtn、ととの保障でもある。

この声明発表に 3カ月先だっ国民会議派経済綱領

委員会報告では， この留保期間を 5年としてヤた

から，それよりさらに5年間決定を延長したこと

になるわけである（注制。

i司ff化の対象とされる産業分野も， 1938年のI司

民計両委員会が勧告した産業分野， 1945年4月の

インド臨時政府計闇開発局により発表された産業

政策声明の勧告した産業分野（注却に比べて，大幅

にせばめられている。

4. 1948年声明は，可能性，時期および対象産

業について限定っきの国有化策を示したが， その

ような国有化策のねらいは， いったいどこにあっ

たのであろうかG 歴史的にインドでこれまで叫ば

れてきた国有化策のねらい，特に現在の国民会議

派自身が独立運動過程で叫んできた国有化のねら

いと、 1948年声明のそれとは．どういう関係にた

つのかが検討されねばならない。
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来知の上うに， cf,.要不可欠のて業・蛇物資源の

Jt<l有化・統；iii］をうたった 1931年の国民会紬派カラ

ヂ大会決議は，「大衆の実の経済的解放」をn的と

I_ （同前u.l耳防産、弘、 重要不可欠な！与.':K‘公益

i't"J性格の産業の国有化・統制を納行Lた 19:18ij二の

[I［日計画会民会報i¥:c；し少数♂〉個人山「による

産業独占を裂！除して， 民族的自立経済を建設する

竺とを意図していた。消費財工撲を含めた広範な

産業部門口［1！有化をJ直して経済の主要｛fl＼分を国家

が栄握することとした 1944年の f人民のプラン」

ic, 国有化山目的として，富の集中排除と労働者

の生活水準向上をあげ， もっぱら分配簡を強調し

ていた。三の点でい、 鉱業，；令金，機械：J~'t，慈

（ヒヴー工業げ）i tj有化を子7としたう 十わゆる［ザンジ

ー的プランj とそのね「〉いを共通にするものであ

｝え。「ホ／人イ・アヲンJにれけるi五f’j/[',l＇）ねら

いは， 民間資本が自力で大規模な長期投資をなし

えず， カゐつ干rJ潤率I>{t¥:l.、産業部門をlli.J京に一時的

に肩がわ！）させようど l、うもので， つまり民間資

本の一定部分の保護を目的とするものでありた。

lりの年4/J c' ！イン「政府計画山花局の1主主JJ:j(策芦1

明では， 間有化の目的は民間資本の保護と国民的

利益が強調されており，同年 12J Jに国民会議派教

行委員会が発表した選挙綱領の中にみられる国有

化（ないしは国家統制〉の目的では， 大衆の貧闘の

日j1因の除去、 とりふえず富の集中を防fことを強

調していた〈注51）。独立前（1946年9月〉に成立した

ネノレーを i''dffとする臨時政府（l)計画諮問L委員会報

告にみられる固有化の目的は，生産の拡大と国民

円生活水没向上に資するものと Lてと「3えられて

Lる。 1Y48平 1月の！f.j民会議派経済親1of.i委員会決

議でも同様に，国民の生活水準と昇と私的独占の

りi除を固有化と連｜主］させて打人出してし、る。

以上，国有化の目的として打ち出されてきたも

ラ8

のを、（I)1938ijての rnr民経済，i+画委員会~T;'lの富の集

中羽！｜徐， および悶民の福祉を主眼にしたものと，

(2）ボンベイ・プラン型の民間資本の一時的肩がわ

りをil i'》ったものに大治！Jすることができる。 l¥H8

年J!fJjfjは， 国民の生活水準の向上と念、速な生産増

大をi¥ (t＇＇） にうたっているが， どちれかという壬

民間資本の肩がわり的性格が強く， ボンベイ・プ

ラン，~1）に属する。

5. しかし， 以uこ共通 Lている点は，国民の

生活水準向上にせよ，富の集中・私的独占の排除

にせよ，民間資本の育成にせよ，それらの一般的

・抽象的な目的達成に対して， なぜ，またどんな

手続きを経て，国有化が賞献するのかにつヤどは，

イ可の；；5~tljj もなし、；；ょである。ゆえに， その日的と l'.f'.i

有化の聞の必然性が明瞭ではない。

生p（ーの急速た上討のために， イシドにおいて某

礎産業の国有化がなぜ必要であるのか，既存民間

企業iこ任せてたせ不可能であるのカミによよして， ご

れま℃インドで国有化を支持する者の聞でさえ十

分に論議され納得のいく答えが出されたことがな

い。 l!J似年声明日＇），議会討議も同様とあった。

それゆえ，独立インドが直面した生産の増大と

いう illtJriの必要の古ijiこ， i五の経済構造改革として

の国有化政策が積極的に取り上げられず， むしろ

以前に叫ばれた線によりずっと後退させられ，代

わって安易な既存民間企業への依存とそれの保護

育成策による一時しのぎが計られ，国の経済参加

も企業新設と U、う形態をと 4》てくることになるわ

けである。

6. にもか方、わ （，ず， 1948年声明がともかくも

若干山序業部刊について 10年後のj:¥J有化の可能性

を特に記入したのはなぜであろうか。

これは要するに惰性と妥協の産物であろう。国

有化とその後にとるべき具体的措置が， なぜイン



lごにおいて国民の生活を上り向上させ， 生産をよ

り上昇させるととになるかについての理由も示し

えぬまま，ゾ連における第 2次，第:115UiヶSf,Jjilj[ 

の成功， イギリスにおける労働党政府による石炭

・鉄網等のl司ff化の実施経験を， そのまヒインド

に持ちこもうとしたこと，国民会議派が19:10年代

以来，近く I土1945年のIiヨ民会議派の渓挙綱領中に

も， 国民会議派経済綱領委員会の1948年 l月の報

告にも国有化を勧告した点からも，国有化（あるい

は直接国家統制〕方策をすぐ引っ込めるわけにいか

なかったこと，独立運動過程における民間資本の

非協力に対する不満等が，惰性的に国有化の可能

性を声明の中にとどめさせることになったと考え

られる。

つぎに妥協的性格は， 1948年声明を作った国民

会議派の内外における勢力配置とその変化を反映

するものである。インド財界の強力hスピー ｝Jー

であった国民会議派右派のパチルや， M• R・マ

サ三， K・ ザンターナム， ] . I'・シュリバスタ

パアらにとっては， インドの鉱・仁業発展はもっ

ぱら民間資本にまかせるのが長良の策であるとし

て， 国有化政策に否定的立場を強くうちだした。

これに対し， B•V ・ケスカル博士や， K ・ T ・

シャー教授らのいわゆる国民会議派左派とよばれ

た立場からは，民族運動と独立の目的が，ほかな

らぬ「わが悶の産業を接収して国有化し社会化す

るための一つの組織を創出することにあった」の

であってみれば，当然固有化を主張した。しかし，

かれらは，会議派内では少数派であった。結合す

べき工業労働者階級も未組織であり， かっ独立後

会議派をとびだして国有化を叫ぶ社会党，共産党

その他の勢力との共闘体制もできていなかった。

このような状況下において， パテルらの反国有化

勢力が圧倒的に強く，完全に国有化が葬り去られ

上うとした時点で，次詳の妥協策として，いずれ

死文化せざるをえf仁い同有化の一般原則と 10年商

保l見定とを， どもかくも声明の中に書き込ませ，

抗抗を示したものと考え九れる。 1948年声明審議

の議会で「今ただ九に悶有化できないのは，同有

化してもそれを運営できる機構も人材もないから

だが， 2～ 3年後には， 固有化と社会化の機が熟

し， セ要産業はすべて固有化されよう」と述べた

B ・ V• ケスカル博士の言葉（注52）も上の事情を裏

書きしているといえよう。ネルーも，はっきりと，

念、速な生産の増大の必要から民間資本と妥協した

ことをtNめている Crt53)（注54）。

さらに，外国資本からの圧力が大きかったこと

も見のがせない。たとえばイギリスは，インドの

独立後かなりの資本の引揚げをみたにもかかわら

ずなお相当の権益を残し，その結果，凍結したイ

ンドのスターリング勘定の解除条件としてイギリ

ス資本の保護をインド政府に要求したし， アメリ

カl1:,nインド大使グラディをして 1947年秋ごろか

らインドの国有化政策をう｜っ込ませるよう大々的

に運動させていた（出5）。

(,146) 大内穂，『国際法における外人財産のl収用と

納｛ltの語、理』， グンテイノレ出版会，1964年， 2～4ベー

ジ参！開。

（生47〕 ConstituentAssembly of India (Legisla-

tive) Debates Official ReporιVol. V, 1948, p. 

3404固なお， レヌカ・レイ女史は「この国有化の原則

は第 I，第Hのカテゴリーばかりでなくすべての産業

にあてはまるのでしょうね」と念を押している （Ibid.,

p, 3413）。

Cl主48〕 大内穂， lJli掲奮， 92～93ベージ。

(1149〕 Resolutions on Economic Policy and 

Programme 1924 54, AICC, New Delhi, 1954, p. 32. 

（注50) K. T. Shah, National Planning, Princi-

ples and Administration, National Planning Com・

mittee Series, Bombay, Vora & Co., 1948. 

D. S. Nag, A Studyザ EconomicPlans for 
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India, B刊行1bay,!Iind Kitab Ltrl. 

（注日l〕 Electi川 1l¥lanifesto, Indian '-lalional Con-

gress Committee, Resolution on Economic Policy 

and Programme l.'121 54, pp. 16～17. 

（注5'2) Constit11rnt Asse111！.｛γof lndi,r Debal<', 

Vol. V, 1948, pp. 3413～3414. 

（注:i'.l) ]bi・d.,p.:J.119. 

（注fi4) 1948年戸、Iリ！の中で！司 i;fとが後起したことに

ついて，筆者がインタビューした現代インドの学者は，

(1)1930-4 n：・に不ルー宅初めイ℃ゾのイン守 l）の間企こは

観念酌なn会主義的風潮がか令りあって、二rれがイン

ドにも当てはまりうると考えていたが，現実に政権を

とってみ Jちと，あまり現実的1J策でない士とが明らか

になった。 （2）当時／ンド経済金支配してtサのは外l吋

資本であったが，独立後外国資本の多くがイ γ ドを引

き払っていったので，国有化の対象の多〈を失った。

(3）国民会議派の19:1171代の指なr;ii，本主l-ri司有化を

考えていた。しかし独立後，国民会議派に雑多なもの

が新たに加わり，民間資本から金をもらい民間資本の

利主主を優先するよ、になったっだhたいこ勺した三’コ

の理rflをあげて後退を説明する。つまり， l刈有化その

ものの持つ意味が，権力を廃った悶民会議派指導部に，

あいまいになったこと；こよるというもの：去る。

（注日） 1947年lI f，グラ廿ィ；ま，ア λj力輸出人

銀行の借款供与の将来について締出 L，イント政府の

国有イヒ政策に警告をうえた。

S. L. Polai, Seleιt I>ocument India l.'147 50, Vol. 

1, Indian Council of羽Torld Affairs. 

v1 民川企業の統制・規制

1. 1948年声明は公共部門を創設したが，その

物的基盤がこれまでみてきたように限られたもの

であってみれば，声明の目標とする福祉国家建設

の達成手段である生産の拡大♂〉主要k；こない手は

結局，実質的には民間資本に任されたことになる。

これは公共部門に主導権をもたせることとしたJ!i‘

明自体の規範からし、って矛盾である。

生産拡大の主導権を実質的に民間資本に引き渡

Lた国家が，民間資fζに対して，どのような対処の

仕方を予定し，それはどんな予盾を内包したのか。

60 

2. ;t千明第：n買では， 既存の民間企業を国有化

するよりは， それを適当に方向づけ規制すること

により，有効な役割を果たさせうるとしてU、る G

向慌の長現は， 第1次5カ年計画の中にもみじれ

る（/1'56）。ここで有効な役割とは，最終的には悶民

の宮内増大であり、当面は生産の増大である。

声明第7項はそこで，塩・砂糖・紙などの消費

財 i：業，重機械・重化学工業，運輪部門， ！斗防関

連i産業等 18の産業部門を示し，これらの重要基礎

産業は国民的利益に深い関係があり， その立地は

全イン F経済の立場かん考えられねばならず， ま

た相当額の投資や高度の技術が必要とされる産業

であえ3と規定 L, それ人の性格上当然に規制と続

器iJの対象とするとしている。

3. この第7項をうけて， 1949年 3月，工業

Ci剰だ・統制〕法案〔Indw寸前s (Development and 

心mtrol)Bill, 1949 Jが議会に提出された。約2年後

に同法案は， 1951年工業（開発・規制）法〔Industries

(Development and Regulation) Act, 1951〕として成

立した。栗本弘氏は，「統制が規制に変更されたと

ころに 2年間の論争の性格が反映されているj点

を指摘しておられるが妥当であろう（注57）。

この1951年工業（開発・規制〉法は、法的制度一i二

は， かなり強力な規制機を政府に与えている。た

とえば，（1）同法適用の37業種の既存企業主は政府

に登録し，（2）企業の新設，生産設備拡張に当たり，

事前に認可委員会の許可を婆し，（3）生産減退，品質

抵下，価格つり上げ等の不良経営企業への政府の

監査が行なわれ（同法第16条）， (4）上の監査後，その

指令無視の企業の経営権を政府が接Jt¥Z.何年以内）

するこLとができる（同法第18条A項〕，といったもの

である。同法は，その規制のための機関として，

Ul中央諮問委員会（CentralAdvisory Council), （ロ｝

開発委員会（DevelopmentCouncils），付認可委員会
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(l,i,・e口仁川区 Committee）の設立を予定した。

4. ここで注目すべきことは． 上の委員会川，

（ロ）の構成とその役割である。中央諮問委只会は商

工た巨を委員長とし、民間企業，労働者，消費者，

その他の代表，，十:30人で構成されるが， その中で，

工吃（開発・ lJ!M,rJ)i去の適用を受ける民間企業ftN.

が 14 名も：~i 'ri) ( ・:i)f，硯1fi, ilH'/:1',＇－.その fu1のftJそもそれ

ぞれ 5i'，のみ）、三の委司会が規制対象産業の開発正

規制に間十る勧件をする以上，勢L、，民間資本の

r可出tr意向が圧倒的に政府政策へ疋映せさ石をえ

Ti-＼、こどは日月「〉かであろ，. 同様の三と 1:1:, ｛阿見IJ産

業 •l ・レー 7＇てとに作：， ;j Lた開発落議会内構成どぞ

の機能r.n侭＇iこ／）＼、ても L九、うるのであるυ

1克に‘ 尽力年計！阿立案に際Lて：t, -::.h「予審議

会が積極的に努力日しているり T•T ・ケ H シ z ナ

ずチ γリの言に上れ：:f、「第 1次 5与一年，t十回の民間

？千τ，.葉書~門の草木的正両；士， 多数の民間実業家主

:) t仁之、特別委民会内兵ンパーに tf) w喰された！

UIう9、

月り年汁阿加、Z案だけにとど主人子， 件持政策

の立案には民間財界人をJおき，諮問委ti会を投it,

政府の経；斉医lff♂）機関iこ才3＇.・、てはー ほどんどすノ ζ

て大財閥の代表が参加じており、 これが民間資本

にとってのピルト fン・ヂレ、ソシ γぃ.J/ Ji,,ーデ

としての機能を果た Lてし、る。

声明第 7J買で予定した「）完治IJJl土， この上うに

民間資本の意向を政策に強く反映させ， 生産v)I. 

昇に民間資本グ）jおりをうることをねじった制度的

繋備r.＇）形で具体化されたっ

( cL:i(i) l'bnnin，：仁川nrni出｝りn, First Fi,・c 'fear 

T'!an, p. :>44 

〔；i日7) ']1木弘折、「イン；【ff手：ri/¥ ;HJ lt ,. I 111,i .' 't .h'去

のム；id』可｛げlJ光事；； r;rt料給 J(iff;τ アシ 1 %；手di研究l¥i,

:S・ 、一、

1.h• I, 'Uc:'：：：ょ、 ( j ;. , :'., 析し：i;IJ［（川11rol)c' 

iよ：;j,1] (Regulation）とはさして厳泌には使い分けられて

l.・ないようである。

C i.!58) 'l,1ff’Ll r;t .tL展状況，生産コストの11(ii/,：化，

トケゾ 7イングの改良，，＼？，質改善， l:;,'/4t)'J,'.t汗｛ヒ，労

{fiJ'I：産 lt<Iコ向上~，；，；の事 i議を行なう。

ふT59) Speed附イT.T. Krishnamachari, p‘16. 

プ・ （ .レスコブスキー，森出節lJ.JJU'J.Q代イン ilこ

ふける［kl家資本主主主発俣の基本的ぷ1:u最長』，アジア経済

/ilf究所〔所内fi料）， 82・ζージ。

VII 1948年声明の展開

十 194討年声明は，独立i直後のインドのi亘家建

設の規範とし亡 ＇.：,t;；の柱をたてた。一つは公共部

l11Jび）併設であり，｛也の A つ；土民間企業の規制であ

る。この二つの柱を基礎として，生産を拡大し，

[ilf( （／）生活水車を高めてし、くことを政府に義務づ

け一・n、る。

この声明に)J;/5L、て， 1950年にインド政府のi；十

州委民会（［’lanning仁川口口1i附 ion）が設けられ，：i十両

委fi会i土、 1918年戸明金基礎とし，その伴内で斉3

1次 5力年計耐を｛乍！没したf/t60）。

2. 第 1次 5カ年，1十両における公共部門投資総

額：t‘不J'.2九8{(ti1,,t::＇ー (k{Jl609億円）であったが，

そ山中で，権取・発電（ゴモド之資び）27.2号けや，運輸・

通｛，；郎ド＇］ ([,,]24.0°ら）などの社会的間接資本の拡

充・整備に投資の重点がおかれ，命日；・工業開発に

は七段資のわずか 7.9'Yr＞が割り当てられたにすぎ

ない。 しかも工業投資の中心をなしたのは，計幽

実施以前かんすでに建設が始められてし、たものび）

引継ぎ（たとえばν二ド川町十 i:Jおと，既存工場山

修正宅・近代化のための迫力[I投資（／ことえば鉄道， It!

>"df:－｝共iJお可が多くをJ'iめ，新設資は相対的に少な

く見積も「〉れたc さムに計画の実施となると，工

場市I］工業仁対「る国定資本投資は巨標の約G害ljに

とどまった（作61)。

それても，第 i次 5｝］ 年計世ii（／）期間中に，たと

61 



1966040064.TIF

えば， ’J; l /5；総合鉄車問 f[_! > t クト， ！シロスタ

ーン工作機械工場， ヒンドスターン抗生物質製造

工場， ヒンドスターン・ケープ？ルー了‘場i, ヒンドス

ターン段旦！斉lj工場等の新設が， 中央ifl,::/(.fに上り開

始された。

第 1次6カ年計画は，既存企業の国有化を「後

四しにしたほうがよい（コというのは， 刊行（ヒによ

らずと tlrij/Jの目的カる（1'.'i!ijjモ業の） mn; 
達H主しうるかt:,Jと述ぺている C/162）。

こののち，｜事I有化の10年留保条項をめぐり，民｜的

資本 ;j'；上UfンドのれJヤ子育（たとえitお ・R・モ

ーハノ一；， R • C ・アケ ・L I／ル等）かん、 こィLが，

l(I間資本をi/4’迫し，投資意欲を阻害しているとし

て強力な攻製が展開され， このi司千J化留保条羽が

1956if.・'16t、政策決裁にJ九、てJI'見搭，＼ iJ ;', j Lるま

で続u、／こ。

にもかかわらず，第 1次 5)J年計酬の期IMJqiiこ

中央政府lt, 1948年に fイ＞ iご準備霊長17I ±, 195:1 

年iこ航主運輸事業を， lモG5{fには 11；ド帝国銀

行」を， 1956年 1月には生命保険事業を，それぞ

れ国有化した。若丁ーの州政府は、配電会社，製紙

工場， ill:1 I l士国有化 u二。これらす〆＼て円引合iこ，

旧所有自・株主にと－・ご {J凡な条件・・・・・・111iin制の決

定がなされた（注63）。

しかしこれらの国有化は，し、ずれも l9481f f! iy J 

および日 li)'. 5カ年言I11!1i / J’た施として iU.仁／),llた

もので／；，い いずれt主主1：仁l犬態が悪、， しかも公

益的性格j：，放置できな」、ものであったからべJむ

ts.く行九十れたもので泣l ノて， 民lf¥J院本山学I］議と

矛盾すζ，1I1iがほとんとん：ノトった。

3. 1947～48年度末における国有部門の生産資

本（自動車：運紛業を除く〕は， 87.5憶ルピーであっ

たが，；む lJ: 5カ年計1日1il'・il始時の1951午・1) J iこは，

123.6首tレピ、にふえ，さらに，第 1;,: 5ノり年計um

62 

I i1 /.: }56態ノレピ、一 i附目した。政府会？土数も， 19515卜

:i月末の36から1956年 3月末の61に増加し，同期

間の払込資本も，それぞれ2,6億ノレピーから6.6億

／レピーに増加iLてU‘る〔注制。

しかし同期R¥H二おける民間公社数 (1951＇］；よ Jj

8496, 1956年2lf9813）および，払込資本（1951>f

74.リ（怠ルピー， i山川ド95.8倍：ル「ー）に比べると，絶

対以において， まだまだ弱少なものであったと L、

わなければならなし、他的。同様のことは，国民所

得に占める固有企業の生産分についてもいえる。

1 (),J8～49年iこ；t絶対額で24｛，むルビー（2.初心でお

り、1956～57 "i .JJ({f.で、も41{;0/I, ピ (4. 1号（，） l；ーヌ

ヴ仇かったCiJ66）ο

4. つぎに，民11¥J資本規制の制度の実際山選別

1／：パーは，もず u:c，登録および，t2:'-11Jが主となり， ィ；

n.夜業への政府医if.hおよび経溢怖の接収はいとん

ど例外的にしか行なわれなかった(l¥'67）。政府も，

？会コ者ーにつL、てl士、 ごく例外的な場合を除きこう

Lた一権限をわ他 iる：意図のf;¥ 、ことを繰り返 L/1 

明した。

室長録および認可については 1952年の産業企業盤

以・許可規制川併により，いっとうの制度的発）廷

をみた。政）{fの規制の中心をなし えのは，私的資

本に対する投資規制であるが（tl'69），これを（1）工場

の拡張および新設の認可，（2）資本発行の認可、につ

L、亡みると， i'iii者は国内の限；4ごされた資源企1'sl8

L, 民111]大1£:Y.:lf\J の利害を凶か調整し，かつ日十l~li

(I）中の優先産業への民間資本の誘致に役だっ聞も

ιJたが，尺Hi卜 ・1.;i録および申請の手続きが似封i

(. Jぎ，時f/¥Jが治‘れりすぎる），＇i.，企業の地域内句集

中の阻止には卜分機能しない点が，問題となって

きた。後者については，インド全体の資金不足お

j、（｝＇.， インドの会社が一般的に投資源を新資本の

充れよりは1J:1郎氏本に依存｝る！主（.いが多く， Iも



1966040065.TIF

！日l企業しI]HlnllJ ff；：としては〆けLi王ど効果を： iげて

いt:' 、コ Dllえて， El49年の資本発行免除；t(( apit,tl 

lssリ＇－＇＇ Exeヒpti"n( lrrl,,r, 1り1りI f土，資本発行ft-1＇；古免

｜泳心＇！範聞を！よ；）， ！いハそう政府の資本ヲen続（HIJJ)

均県を薄＼ !__ U 、子面己主ふる。

5. さらに政府に， ,il!H見守：iで融政京、投・融資

政京による民間資本＂＇の lill接的規制手段をもって

いて I~Llお～ 19',1'oj寸 ζ〉諜院に一」年’ 3 、、主）／）＇，

（ド以来、 新しい免除始目がつぎ J ノぎにと「，Lt:こり

19出 if,J J J l 11 J川洋rJ:立主 i l ／こ新し い建物・ og 

・機械に J ) y 、ーょう むこう !'iif11¥J It f'i'¥必i位除士三倍

l二，JIl上iT司 l Jこl¥) 1:-¥'i" ;1 I iよ！｝ ' i'1 'ii＇こう：lfJ-!i¥J 

に%Ji：法一j,c'.J心る挿；企業；：i士、 1 ,r111 HitH；色合 5"VI/¥J 

,; lき l.i「ふこととし‘ 1（心三 ＇卜＇） l七ttJftNcr;, ’』 -T ,_, ' 

は｛lr;[':1:企業＇＇－ ,} ）免除J昔if｛乙；iため心，，il 、 さ人；：＇.）白：

同び）J門f見itヲ 第三次 5つ'cf,H-日制士一勺，JIさ延；IiIL 

寸h
J『。 組問制度士通して C！企主規制，-t令 ノI.'.:'長i二、 ド；

1::1 企業•／）保道政策と［て機能すとiii百 ；）： •J(［＼＇.、二とは

J.U> ... ' i＇明んかであ〆： ＞・c 
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ftする。

特殊余M虫械問を；j持LてnlfOtをi’J'.1 1, JJl m:J J 1 : j強め

じjL,' -J点）ると I‘、,J,;j' ;:, ，う；、 これとて 4.貸付資本
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過詑でIll↓ばれた基礎産業の国有化政策が目的とし

た上うな，高の集中排除，雇用山増大，生活水準

(/) 1i',j_ i；という福祉llil家的｛Ill］而上り fJ:, いっそうポ

ぃ、イ・ノ0~；ンにみ人it る国家に k る民間企業の

Jtll)J育成川而を強調しそれを通じての鉱工業生

産，／）拡大とレう線を打-t;tL¥L, それに必要なかさ

191刊行二fldl)jをうけた第 l;y; 5 )] 1f,,I寸前川期待し りhこじける規制を子定したにすぎなかったといえ

国民経済，成長傾向

19:i（）.日；～1961；出 〈ぷ準 1!:150':ilニ j(I())

f日以
2三nト

'.'111 

日）I)

kl! 

1

1

］
 

i::11' 

人、，，， iニ：； i'¥ :'., 
1111 

わ（）

Ii I L I 

＇］＇，－，＿← l l 日； 1,,;,; :0 I九＇＂

(/[ i I ;Ir) I<れ －urcls ＂川 l.'.'t11tisti川‘＼＇ ol.14, I¥'けゴ，
Feb, L%3 

失明させたJと述べ‘ 日じころ，ネノレ一首相はカ

ルゲッケで「民間企業は大規模な，急速な経済開

発を行なう能力がない。それは数人の手中に富を

集中する結果を生み， 民主主義とキ郎、れないj と

述＼日、る。

そこで，鉱・工業開発の実質上の主導権を民IHJ

資本にまかせてしまい，政府はただそれらの規制

でが足りるとした 1948年J1，別の欠陥が明ムかにな

サたので， 1956年；ニ新たな産業政策決議が発J}；＿ さ

れるとともに，第 2次5カ年計ji!ljでは，政府白身

が桔t~~ff,Jに工業開発に乗り出す必？？と性がでてきた

のじ点〉る。

安 IJるに， l1Hf化政策iこf¥;;J;Jるit1家の企業規1fi!J

とレう施策の志；1はするものは， イン iごの独立運動

よこ， 消費財作品車内工業構i査から均衡ある仁業情j乙 ょう。

ヘ JJ:J{J]三（午.Iriニロ＋：uq，ぺ，＼ 、，i:'t:l{U1 Lま能 iJ ♂， J1l:•JU 8, 1見m1Jじり性格が上述のごときものであったしこ

it, ;;f ulii期間中に行なわれず，民間Ji;

てリとり早〈手lj潤の1袋f号白ぞきる消2長；付工業（午与；こ 対 Lてなお不平ぴ）戸が｜爺カ通れた(/172)0 

綿 荒川WI，〆ーヨー紙、／ユート 1:Uに！11］；ト 氏間資本山論理カミんは，政！下i（！）政策が， 1)1拷iに

, i た。生産日rn11111Jてt土，第 l(}'. ！）力11¥;J-1illj/J: ff(,(( llifばj' fこl立J妥某｛礎i坐；業（／） 回千f{ヒ政策カ、ら一→苦i一

を%:i'<、た鉄~1耳司ピ／ Lト，機械吟（ヒr、J

iモ｜；円投資は ・）之：口陪を達したとい、え J；》が， f jレ ;j；る政H'.fc!）：食業新i：笠 O＇汗の JJ;礎産ヨi:'U＞｝－非〉一→企

、二ウム， l流酸、 fヒ主y：ノ：ル）ブ1ヘどit，大きな資本 業，＿I）統制とl見H,IJ－ーパドーなる企業の規制の段階かじ

投下を必要と寸ろしラ その利潤が祁対IY0にiK・，、た →さらに後退させて， なるべく政府の干渉を排

め句民間資本Cl)-!4t資はほとんどjJi主人：れつ丘、 除し主ったく白rBJ！£任の手I］潤追求のできる方向全

第 li欠5IJ年計jjl1f（／）後で（］灼，qKJiJT・T・ Jr;［，，］することは》＇i然であるから，最終的には，現

クリシムナ ＇ i r-γIJ +.UHl:t I I引；＼J;'Wl11Ji士J>Iこし合
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;・ J；し、てl土， その規制び〉ト刊行は I_j不び、ごとく限界

乞t｝正おり， 民間資本川、之jiへのM撃を加える

同時に規制法の線：..：： ）いノて，』［！；測の反面に

用意される政府のあらゆる保護措慨を要求し， 獲

得することに利益を見いだしているように思われ

る。つまり， 先述したような中央諮問委員会，各

障の問奄審議会， その／~！び 1政府内諸問委員会へ，

It間資本が代表者を送：J込み， ’JCtU(H乙政府の政

；こ参画し， 民間百本に有利に：；：ノ饗を与える

: .-, i:. ;fjlj度がすでに存（JLてL、I,;'.-.＇、である。

最近， とくに民間部門におけるT.繋投資をめぐ

って， 官僚層と民間企業廃，国民会議首長円」部指

導閣と民間資本との接触が， 'l'・・ば公然と増大して

いろ 時lこ， 企業の拡収， Ylih!,Yt幌、外貨割当て

; ) ,;2;11J今？をめぐり，他方， 政山； .• 1；汗そ間企業へ

1¥!J政援助の提供， 民！日1{1了fJ,V,,',山口付け，政党

•. ，＿，，政治献金等の過程をJljlじて i: jます一， 民間

資本と国民会議派ならびにと級官僚腐との接触を

深めていく条件が熟している。

Ot6o) I’Janning Cammi回 ion, Fii・st Fiτ •e Year 

Plan, p. 1, p. 422. 

( Hi！〕 Revi,

十！'(:i',t。

(l1i2〕 FirstFiτ・e 1:・a r T'l,a人 p.•L?.

ぐhl行3) Sailen Ghoぶh，ο，， the I'uhlic Sector, 

I qιpp.39～42. 

古賀正目lj，『インドの凶有部門（1）』， p.293. 日本エ

カブニrー協会， rインドの経済関係f！（）立慨'lli』， 1962,pp, 

29～32. 

(/)'64 ] Resen•e Rank of Indiaβulleti11, J unc 

19行1,p. 740. 

f 心5) Ibid. 

し1li6) Estimates of Sati川 1ul!11come, 1948/49 

to 1956/5久 New Delhi, l'J日付

( l(i7〕 たとえば， 19日：1: , 1J V Ii'<！円紛争を理由に

工場閉鎖を行なったショヲプノレfJj献の政収と， 1953¥j'

のインディアン・ユナイテッド紛紛の続日i転J%!fx.があ

る。

( ii 68) Registration四 dLicensi日日 of Industrial 

ti，、，dcrtakingsRules 1952一一一I9fr11i ，二じた lie,¥i Lる。

c，附） ',:n正員I］，前掲者， lム 34.

( /1:70) Government of India, Report of the 

λfonopolies lnquiゥ Commission,Vol. I and II, 1965 

tr:参！問主れたい。

（／＿ヒ71) 1952｛ドの 4JJ から 9｝］にかけて行なわれた

National Sample Survey によれば， 関民の消費支Ill

日 f,;)-,; 1以上（61.3%）を食’/'i支Uiが，＇itノ，品E類は

7. 7'¥,, j烈 nas.5%，様式交,liU5.6ヲふ＂＇~サーピ

Fξil/,.1，＇；ふとなっており，教育代・ぅミ f凶・／＇i..（＇：.%・家

!i ・it,¥ i，ジ、への支出は，ゴ；三一治＇／＇／：を！！：ク y,1，＇も 取るに

_;{ ,:, Yl ftと〆！ム額であった。

しかも 1948付9～1955/56年の問における一般食品価

怖のが！［.J：がりは大きかっ fニ。

l阪のあるものはまだよいとして，完全失業後数は；；f・

ril'i ,,3 n会による公式推：！の数字でさえ， 1956年初めに

i・ f ＇.／ ドピ：，：lO万人を上回ってし.t.こっ

C!T7'.n ti' I務，『インド国民S：ぷ派政府ο夜、 iて業政

;(I’l ) )], p. 93. 

結 ひ：

以上，われわれは， 経済法としての1948年声明

その第 3項，第4項一一ーを取り上げ， そ

の規範構造とその現実的展開を検討した。

的江、規範とその展開との相五i明係から，

この目

;Ji範の

恨CT'I：にある理念〈あるいはイデオロギー）を llf］らか

iこすみためであった。

1948年戸明第 3項による公共部門の長I］試は，第

1にそれが独立インドにして初めて可能なもので

あった点，第 2に独立したインドが， 公共部門を

テコとして，民族的かっ民主的な経済構造を建設

L口、く可能性が制度的｝こ確立したという .'ii，に，

11l1f則的な店、主主を見いだした。

し点、Lヲ この可能性も， 1948年戸l明が， ！弓家活

1Jtljび）紘聞を， ごく限られた， しかも手lj潤のあがり

にくい部門に限定することによって物的基盤を弱

体にした。
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範のもつ宿命との相五関係を最も象徴的に示して

νると＝汚えるのである（注73）。

公共部門の物的基盤として予定された三つの力

;/,:rr'J し1,J食会Iで、二れまテゴ！！ーのr>f＇~t：分野は司

1]ij 防論文， pp.6：！～690 

（海外派遣民〕

1111稿，Ci主7:l)かなり限定された i,のであるーと

公共部門が，閣民経済全体の

にも質的にも，

が明らかになった。

とれのill：大再生産を高じ主要部fl可士.J巴握し中

しだいに悶の全残りの経済部門をまきこみ，て，

経済構造の変苧へもっ日、くとヤう洩立前かじあ

独立後の最初の実施の段った悶家建設の方策は，

階で‘ 1948年拘明の規範の中にかなり限界全もた

その後 ｝） 声明ハ民間され l：現わil るのであと｝り

公共部門投資の不振は， 1948年声明の規

公正. I jjな範Jj限界性と無日目係で； Ifもかっrご, 

既存民間企業の国有化を避け補償の原則を掲げ，

時（ •. ; i It、て干l];fij率の十11{fi'tりに低：、Yi干の十円ド限

定したことといい，民間企業の規制の仕方とし、い，

ここから帰約，.~ iLるElt叫，声明υ。；.＼／.範の松！止にあ

国家i乙j；ふ基礎内2慢の新設を，る力・；；：iとし、 1、，

とりわけ既私有財産制の原則のl思持，る理念は，

しヵ、存民間資本I)f町華強化 1てL、うことこふったけ

苦干，， .~；礎産呆ノt,了 lO年後心III有iiiiにお＇.＇「，も

この戸化する可能性をも規定しているところに，

明♂）非常に興味ある特色を見いに j（つであノ：｝

資本の完全な私的所有にも徹しきれず

イコ

とまり，

新しく禿展L、＇－c社会il＞、も踏みlJJ)LずにL、己、

しつつある凶の過渡期における混在した所有制の

‘／コび〉イン

i、（t'JふりかJこをぷしてい心。とf,,J!lil！こ， 1Y1付与チJ

明という経済法規範を貫く民間資本の強化とし、う

理念と国家唾設の必要との間の相先uの

建設めれて挺

｜消させていくインドの現実の政治的・経済的勢力

配慨を反映してL、る。

二の後， 1956年産業政策決議に才1いて脱終させ

こν）I; d月を成1にさせ，理念t工，

られる 1948年声明の国有化 10年留保条項の推移

この政治と経済に土どがるりど‘ ある符済規
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